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(57)【要約】
【課題】開口部の口開きを抑制してコンソールボックス
の組付性を向上させることができる車両用フロアカーペ
ットを提供する。
【解決手段】本カーペットは、コンソールボックス５組
付用の開口部６を形成する立ち上がり部３を備え、立ち
上がり部は、対向する一対の側壁３ａ及び一対の側壁の
それぞれの後端側に連なる後壁３ｂを有する車両用フロ
アカーペットであって、一対の側壁及び後壁のそれぞれ
の上端側に連なって一体形成される屋根部４を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンソールボックス組付用の開口部を形成する立ち上がり部を備え、該立ち上がり部は
、対向する一対の側壁及び該一対の側壁のそれぞれ後端側に連なる後壁を有する車両用フ
ロアカーペットであって、
　前記一対の側壁及び前記後壁のそれぞれの上端側に連なって一体形成される屋根部を備
えることを特徴とする車両用フロアカーペット。
【請求項２】
　前記屋根部は、前記一対の側壁のそれぞれの前記後壁近傍の上端側に下端側が連なる円
弧状部と、該円弧状部及び前記後壁のそれぞれの上端側に連なる覆い部と、を有する請求
項１記載の車両用フロアカーペット。
【請求項３】
　前記車両用フロアカーペットの裏面には、該フロアカーペットを構成するフロア部、該
フロア部から立ち上がる前記立ち上がり部、及び前記屋根部にわたって延びる補強シート
が設けられている請求項１又は２に記載の車両用フロアカーペット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用フロアカーペットに関し、更に詳しくは、開口部の口開きを抑制して
コンソールボックスの組付性を向上させることができる車両用フロアカーペットに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の車両用フロアカーペットとして、例えば、図７に示すように、コンソールボック
ス組付用の開口部１０６を形成する立ち上がり部１０３を備え、この立ち上がり部１０３
は、対向する一対の側壁１０３ａ及び一対の側壁１０３ａのそれぞれの後端側に連なる後
壁１０３ｂを有するものが一般に知られている（例えば、特許文献１参照）。この特許文
献１には、開口部１０６の口開きを防止するために一対の側壁１０３ａ同士を架橋する帯
状の架橋部１１０を設定することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２９２３９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記車両用フロアカーペットでは、コンソールボックスの内蔵物の配置や構成
等により、架橋部を設定できる位置が限られており、その制限の中で架橋部を設定するた
め、口開き防止の効果が不十分となることがある。すなわち、上記特許文献１の技術では
、架橋部１１０は一対の側壁１０３ａの長手方向の中央部に設定されているので、開口部
１０６の奥側、即ち立ち上がり部１０３の後壁１０３ｂ近傍の側壁１０３ａ側での口開き
防止の効果が不十分となる。その結果、コンソールボックスの一端側を開口部の奥側に被
せて位置決めしつつコンソールボックスを組み付ける場合、コンソールボックスの組付性
が悪化してしまう。
【０００５】
　本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、開口部の口開きを抑制してコンソー
ルボックスの組付性を向上させることができる車両用フロアカーペットを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、コンソールボックス組付用の
開口部を形成する立ち上がり部を備え、該立ち上がり部は、対向する一対の側壁及び該一
対の側壁のそれぞれの後端側に連なる後壁を有する車両用フロアカーペットであって、前
記一対の側壁及び前記後壁のそれぞれの上端側に連なって一体形成される屋根部を備える
ことを要旨とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記屋根部は、前記一対の側壁のそれぞ
れの前記後壁近傍の上端側に下端側が連なる円弧状部と、該円弧状部及び前記後壁のそれ
ぞれの上端側に連なる覆い部と、を有することを要旨とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２において、前記車両用フロアカーペットの裏
面には、該フロアカーペットを構成するフロア部、該フロア部から立ち上がる前記立ち上
がり部、及び前記屋根部にわたって延びる補強シートが設けられていることを要旨とする
。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の車両用フロアカーペットによると、一対の側壁及び後壁のそれぞれの上端側に
連なって一体形成される屋根部を備えるので、屋根部により開口部の奥側、即ち立ち上が
り部の後壁近傍の側壁側の剛性が高められて口開きが抑制される。その結果、コンソール
ボックスの一端側を開口部の奥側に被せて位置決めしつつコンソールボックスを組み付け
る場合であっても、コンソールボックスの組付性を向上させることができる。
　また、前記屋根部が、円弧状部と、覆い部と、を有する場合は、コンソールボックスの
一端側を開口部の奥側に被せる際に、コンソールボックスの一端側が円弧状部により案内
される。よって、コンソールボックスの組付性が更に高められる。また、屋根部が３つ以
上の面を有する箱状に形成されるので、開口部の奥側の剛性が更に高められて口開きが更
に確実に抑制される。
　さらに、前記車両用フロアカーペットの裏面に、フロア部、前記立ち上がり部、及び前
記屋根部にわたって延びる補強シートが設けられている場合は、補強シートにより開口部
の奥側の剛性が更に高められて口開きが更に確実に抑制される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明について、本発明による典型的な実施形態の非限定的な例を挙げ、言及された複
数の図面を参照しつつ以下の詳細な記述にて更に説明するが、同様の参照符号は図面のい
くつかの図を通して同様の部品を示す。
【図１】実施例に係る車両用フロアカーペットを示す斜視図である。
【図２】図１の要部拡大図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線断面図である。
【図５】図２のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】図３の要部拡大図である。
【図７】従来の車両用フロアカーペットを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで示される事項は例示的なもの及び本発明の実施形態を例示的に説明するためのも
のであり、本発明の原理と概念的な特徴とを最も有効に且つ難なく理解できる説明である
と思われるものを提供する目的で述べたものである。この点で、本発明の根本的な理解の
ために必要である程度以上に本発明の構造的な詳細を示すことを意図してはおらず、図面
と合わせた説明によって本発明の幾つかの形態が実際にどのように具現化されるかを当業
者に明らかにするものである。
【００１０】
１．車両用フロアカーペット
　本実施形態１．に係る車両用フロアカーペットは、コンソールボックス（５）組付用の
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開口部（６）を形成する立ち上がり部（３）を備え、立ち上がり部は、対向する一対の側
壁（３ａ）及び一対の側壁のそれぞれの後端側に連なる後壁（３ｂ）を有する車両用フロ
アカーペット（１）であって、一対の側壁及び後壁のそれぞれの上端側に連なって一体形
成される屋根部（４）を備えることを特徴とする（例えば、図１及び図２等参照）。なお
、上記「後端側」とは、上記車両用フロアカーペットを車両床面に敷設した状態で、各側
壁の車両後方の端側を意図する。
【００１１】
　本実施形態１．に係る車両用フロアカーペットとしては、例えば、上記屋根部（４）は
、一対の側壁のそれぞれの後壁近傍の上端側に下端側が連なる円弧状部（４ａ）と、円弧
状部及び後壁のそれぞれの上端側に連なる覆い部（４ｂ）と、を有する形態（例えば、図
３～図５等参照）を挙げることができる。
【００１２】
　本実施形態１．に係る車両用フロアカーペットとしては、例えば、上記車両用フロアカ
ーペットの裏面には、フロアカーペットを構成するフロア部（２）、フロア部から立ち上
がる立ち上がり部（３）、及び屋根部（４）にわたって延びる補強シート（９）が設けら
れている形態（例えば、図２及び図３等参照）を挙げることができる。上記フロア部は、
通常、車両床面に敷設される部位である。
【００１３】
　本実施形態１．に係る車両用フロアカーペットとしては、例えば、上記屋根部（４）か
ら離間した位置で一対の縦壁（３ａ）を架橋する帯状の架橋部（１０）を更に備える形態
（例えば、図１等参照）を挙げることができる。これにより、開口部の口開きが更に確実
に抑制される。
【実施例】
【００１４】
　以下、図面を用いて実施例により本発明を具体的に説明する。
【００１５】
（１）車両用フロアカーペットの構成
　本実施例に係る車両用フロアカーペット１は、図１及び図２に示すように、フロア部２
、立ち上がり部３及び屋根部４を有している。このフロア部２は、車体パネル８（図３及
び図４参照）上に敷設される。また、立ち上がり部３は、フロア部２の上面から対向して
立ち上がる一対の側壁３ａ，３ａと、これら一対の側壁３ａ，３ａのそれぞれの後端側に
連なる後壁３ｂと、を有している。よって、この立ち上がり部３によりコンソールボック
ス５を組み付けるための開口部６が形成されている。
【００１６】
　なお、本実施例では、上記フロアカーペット１として、図６に示すように、表皮層１ａ
と、この表皮層１ａの裏面側に設けられる不織布製の吸音層１ｂと、この吸音層１ｂの裏
面側に設けられる非通気性を有するバッキング材層１ｃと、を備えるものを採用する。こ
れら表皮層１ａ、吸音層１ｂ及びバッキング層１ｃのそれぞれを形成するシート材を積層
して加熱圧縮し、その後、その成形品を超音波カッタ等の適宜切断手段で開口部６を含む
所定箇所をトリミングすることにより、上記フロアカーペット１が得られる。また、図１
中に矢印で示す方向は、車体パネル８に敷設した状態でのフロアカーペット１が向く方向
を示す。
【００１７】
　上記屋根部４は、立ち上がり部３の一対の側壁３ａ，３ａ及び後壁３ｂのそれぞれの上
端側に連なって一体形成されている。具体的には、図３～図５に示すように、屋根部４は
、一対の側壁３ａ，３ａのそれぞれの後壁３ｂ近傍の上端側に下端側が連なる円弧状部４
ａ，４ａと、これら円弧状部４ａ，４ａ及び後壁３ｂのそれぞれの上端側に連なる略平板
状の覆い部４ｂと、を有している。よって、屋根部４は３つの面を有する箱状に形成され
ている。なお、上記覆い部４ｂと後壁３ｂとの連絡部位は円弧状に形成されている。また
、上記円弧状部４ａは、側面からみて略三角形状に形成されている（図３参照）。
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【００１８】
　上記車両用フロアカーペット１の裏面には、フロア部２、立ち上がり部３の後壁３ｂ、
並びに屋根部４の円弧状部４ａ及び覆い部４ｂにわたって延びる不織布製の補強シート９
（図２及び図３参照）が設けられている。この補強シート９は、上記フロアカーペット１
の加熱圧縮成形時に一体成形される。また、上記フロアカーペット１は、屋根部４から離
間した位置で一対の縦壁３ａ，３ａを架橋する帯状の架橋部１０（図１参照）を更に備え
ている。
【００１９】
　ここで、上記構成の車両用フロアカーペット１は、車体パネル８上に敷設されてクリッ
プ等の適宜固定手段で固定される。そして、コンソールボックス５の一端側を開口部６の
奥側に被せて位置決めしつつ車体パネル８に対してコンソールボックス５が組み付けられ
る。
【００２０】
（２）実施例の効果
　以上より、本実施例の車両用フロアカーペット１によると、一対の側壁３ａ，３ａ及び
後壁３ｂのそれぞれの上端側に連なって一体形成される屋根部４を備えるので、屋根部４
により開口部６の奥側、即ち立ち上がり部３の後壁３ｂ近傍の側壁３ａ側の剛性が高めら
れて口開きが抑制される。その結果、コンソールボックス５の一端側を開口部６の奥側に
被せて位置決めしつつコンソールボックス５を組み付ける場合であっても、コンソールボ
ックス５の組付性を向上させることができる。特に、本実施例では、従来一般にトリミン
グされる部位を残して屋根部４を形成しているので、トリミングの距離を短縮でき作業時
間も短縮できる。また、トリミング量が減少するので、歩留まりが向上する。
【００２１】
　また、本実施例では、屋根部４は、円弧状部４ａと、覆い部４ｂと、を有するので、コ
ンソールボックス５の一端側を開口部６の奥側に被せる際に、コンソールボックス５の一
端側が円弧状部４ａにより案内される。よって、コンソールボックス５の組付性が更に高
められる。また、屋根部４が３つ以上の面を有する箱状に形成されるので、開口部６の奥
側の剛性が更に高められて口開きが更に確実に抑制される。
【００２２】
　さらに、本実施例では、車両用フロアカーペット１の裏面に、フロア部２、立ち上がり
部３及び屋根部４にわたって延びる補強シート９が設けられているので、補強シート９に
より開口部６の奥側の剛性が更に高められて口開きが更に確実に抑制される。
【００２３】
　尚、本発明においては、上記実施例に限られず、目的、用途に応じて本発明の範囲内で
種々変更することができる。即ち、上記実施例では、円弧状部４ａ及び覆い部４ｂを有す
る屋根部４を例示したが、これに限定されず、例えば、円弧状部４ａの替わりの屈曲部及
び覆い部４ｂを有する屋根部４としたり、覆い部４ｂのみを有する屋根部４としたりして
もよい。
【００２４】
　また、上記実施例では、フロアカーペット１の裏面に補強シート９を設ける形態を例示
したが、これに限定されず、例えば、補強シート９を備えないフロアカーペット１として
もよい。また、上記フロアカーペット１の裏面の適宜箇所には、例えば、不織布製の吸音
層やゴム製の遮音シート等を設けるようにしてもよい。
【００２５】
　さらに、上記実施例では、１つの架橋部１０を備えるフロアカーペット１を例示したが
、これに限定されず、例えば、２以上の架橋部１０を備えるフロアカーペット１としたり
、架橋部１０を備えないフロアカーペット１としたりしてもよい。
【００２６】
　前述の例は単に説明を目的とするものでしかなく、本発明を限定するものと解釈される
ものではない。本発明を典型的な実施形態の例を挙げて説明したが、本発明の記述および
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図示において使用された文言は、限定的な文言ではなく説明的および例示的なものである
と理解される。ここで詳述したように、その形態において本発明の範囲または精神から逸
脱することなく、添付の特許請求の範囲内で変更が可能である。ここでは、本発明の詳述
に特定の構造、材料および実施例を参照したが、本発明をここにおける開示事項に限定す
ることを意図するものではなく、むしろ、本発明は添付の特許請求の範囲内における、機
能的に同等の構造、方法、使用の全てに及ぶものとする。
【００２７】
　本発明は上記で詳述した実施形態に限定されず、本発明の請求項に示した範囲で様々な
変形または変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　自動車、列車、航空機等の車両用フロアカーペットとして広く利用される。
【符号の説明】
【００２９】
　１；車両用フロアカーペット、２；フロア部、３；立ち上がり部、３ａ；側壁、３ｂ；
後壁、４；屋根部、４ａ；円弧状部、４ｂ；覆い部、５；コンソールボックス、６；開口
部、９；補強シート。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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